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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。  

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり

四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第38期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第39期 
第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第38期 

会計期間 

自平成21年 
４月１日 
至平成21年 
６月30日 

自平成22年 
４月１日 
至平成22年 
６月30日 

自平成21年 
４月１日 
至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  1,047,737  1,187,688  4,683,374

経常損失（千円）  △246,962  △100,219  △716,068

四半期（当期）純損失（千円）  △173,203  △260,459  △1,342,823

純資産額（千円）  21,389,621  19,829,324  20,079,188

総資産額（千円）  22,921,181  21,351,528  21,660,069

１株当たり純資産額（円）  2,340.02  2,169.48  2,196.82

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（円） 
 △18.95  △28.50  △146.91

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  93.3  92.9  92.7

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △107,650  △230,190  30,412

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △102,128  △34,847  △436,669

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △157,982  －  △158,018

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
 1,925,511  1,407,159  1,671,388

従業員数（人）  825  935  1,026

－ 1 －



 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1）連結会社の状況 

 （注）１. 従業員数は、就業人員であります。 

    ２. 従業員数が当第１四半期連結会計期間において91名減少しておりますが、主として杭州精工技研有限公司

の精機関連におけるレンズの生産調整等により、従業員が減少したためであります。 

        ３.  当社は、希望退職者を募集したことにより、平成22年７月20日付けで従業員が39名減少しております。  

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１. 従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。 

    ２. 当社は、希望退職者を募集したことにより、平成22年７月20日付けで従業員が39名減少しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年６月30日現在

従業員数（人） 935      

  平成22年６月30日現在

従業員数（人） 235      

－ 2 －



(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２. 金額は販売価格によっております。 

３. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２. 前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は、全て100分の10未満であるため、記載を省略しております。  

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）  

精機関連（千円）  255,230  －

光製品関連（千円）  894,425  －

合計（千円）  1,149,656  －

セグメントの名称 受注高 
前年同四半期比 

（％）  
受注残高 

前年同四半期比 
（％）  

精機関連（千円）  294,024  －  107,430  －

光製品関連（千円）  1,009,806  －  416,286  －

 合計（千円）  1,303,831  －  523,717  －

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

  
前年同四半期比（％）  

  

精機関連（千円）  249,522  －

光製品関連（千円）  938,166  －

合計（千円）  1,187,688  －

－ 3 －



 当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

  

（１）業績の状況 

  

 当第１四半期連結会計期間における世界経済は、ギリシャの財政問題に端を発したユーロ圏金融市場の変動が不安

視される中、米国経済の復調や中国経済の成長維持により、総じて緩やかな回復が続くこととなりました。わが国経

済においては、海外経済の成長を背景に輸出が増加し企業収益の改善傾向が明らかとなりましたが、雇用情勢はなお

厳しく、景気回復に対する消費者の実感は乏しい状態が続いています。 

 当社グループが属する情報通信・デジタル家電関連業界におきましては、国内において、政府が主導するエコポイ

ント制度の対象商品の見直しにより薄型テレビに対する需要が高まることとなりました。しかしながら、一般消費者

を対象とするデジタル家電は最終販売価格の下落が著しく、市場を構成する企業間の競争は、世界的な規模で激化し

ています。 

  

 こうした経営環境の中で当社グループは、光ディスク成形用金型を主力製品とする精機関連、光通信用部品を主力

製品とする光製品関連の両セグメントにおいて、既存顧客の維持と新規顧客の開拓に取り組みました。この結果、当

第1四半期連結会計期間における連結売上高は1,187,688千円（前年同期比13.4％増）となりました。損益面において

は、全社的にコストの低減、諸経費節減等に取り組んだ結果、営業損益が99,907千円の営業損失（前年同期は

301,688千円の営業損失）となり、損失額は前年同期から201,780千円改善いたしました。また、経常損益は100,219

千円の経常損失（前年同期は246,962千円の経常損失）となりました。四半期純損益は、６月に実施した希望退職者

の募集に伴って発生する特別退職割増金等を特別損失として155,476千円計上した結果、260,459千円の四半期純損失

（前年同期は173,203千円の四半期純損失）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 精機関連 

 光ディスク成形メーカー各社の設備稼働率は、総じて低調に推移しておりますが、ブルーレイディスク成形用金型

に対する需要はやや増加基調にあります。また、中国市場において高耐熱レンズの売上が増加した結果、売上高は

249,522千円となりました。営業損益につきましては、製造原価や販売管理費の削減に努めた結果121,513千円の営業

損失となりました。 

② 光製品関連 

 光通信関連市場は、インターネットを介して流通するデータ容量の増大に応じて拡大が続いています。中でも成長

著しい中国の需要拡大に対応する形で販売体制を強化した結果、売上高は938,166千円となりました。また、部材の

現地調達化やサプライチェーンの変更を推進したほか、各種費用の削減に努めた結果、営業利益は21,605千円とな

り、約1年半ぶりに利益を計上することができました。 

  

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

－ 4 －



（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は1,407,159千円となり、前連結会計年度末から

264,228千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果減少した資金は230,190千円（前年同期は107,650千円の減少）となりました。営業活動による資金

増加の主な要因は、減価償却費83,210千円等であり、資金減少の主な要因は、税金等調整前当期純損失246,674千円

等であります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果減少した資金は34,847千円（前年同期は102,128千円の減少）となりました。投資活動による資金

増加の主な要因は、不使用製造設備等の有形固定資産の売却による収入81,641千円等であり、資金減少の主な要因

は、杭州精工技研の新工場建設や工具器具の購入等の有形固定資産の取得による支出97,885千円等であります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動による資金の増減はありませんでした。 

  

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。 

  

（４）研究開発活動  

 当社グループの研究開発活動の内容は、新事業領域に向けた新技術や新製品の開発と、既存セグメントにおける製

品改良や生産技術の改善に大別されます。 

 新しい事業領域に向けた新技術や新製品の開発は、精機関連・光製品関連の両セグメント及び開発担当部門におい

て実施しており、当第１四半期連結会計期間において発生した研究開発費は100,539千円となりました。一方、既存

セグメントにおける製品改良や生産技術の改善は、精機関連・光製品関連の両セグメントの技術担当部署が担当して

おりますが、当第１四半期連結会計期間にこれらの活動に要した費用は27,905千円となっております。これにより、

当第１四半期連結会計期間における研究開発活動費用の総額は128,444千円となりました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。   

－ 5 －



(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について

重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。 

  

第３【設備の状況】

－ 6 －



①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  37,000,000

計  37,000,000

種類 
第１四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（平成22年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月12日） 

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 

取引業協会名 
内容 

普通株式  9,333,654  9,333,654
 大阪証券取引所  

  (ＪＡＳＤＡＱ市場) 
単元株式数100株

計  9,333,654  9,333,654 － － 

－ 7 －



① 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権 

株主総会の特別決議日（平成13年６月21日） 

 （注）権利行使の条件として以下の１から６までの条件を設けております。 

１ 権利を付与された者は平成15年７月１日以降、新株引受権の行使が可能になるものとし、以下の区分に従っ

て付与された新株引受権の一部又は全部を行使することができることとします。なお、以下の計算の結果、

行使可能な株式数が１単元の株式数の整倍数でない場合は、１単元の株式数の整倍数に切り上げた数としま

す。 

(1) 平成15年７月１日以降、平成16年６月30日までは付与株式数の10分の３まで行使することができる。 

(2) 平成16年７月１日以降、平成17年６月30日までは(1)の期間に行使した分を含めて付与株式数の10分の６

となるまで行使することができる。 

(3) 平成17年７月１日以降、平成23年６月21日までは付与株式数のすべてについて、行使することができる。

２ 権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができます。ただし、６に掲げる権利

付与契約に定める条件により、その行使可能な付与株式数及び行使可能な期間等について制限されることが

あります。 

３ 権利を付与された者は、当社及び当社関係会社の役員または従業員の地位を喪失した場合には新株引受権を

行使することはできません。ただし、取締役の任期満了及び従業員の会社都合による退職その他これらに準

じて当社取締役会が権利の存続を相当と認めた場合には、権利行使を認めることができるものとします。そ

の他、後記６に掲げる権利付与契約に定める条件により、その行使可能な付与株式数及び行使可能な期間等

について制限されることがあります。 

４ 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができません。

５ 権利付与日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場

合、また会社分割を行う場合、その他これらの場合に類して調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合は、必要最小限かつ合理的な範囲で付与株式数、発行価額、権利行使期間その他の条件の調整若しくは新

株引受権行使の制限を行い、又は未行使の新株引受権を失効させることができるものとします。 

６ この他、権利行使の条件は、平成13年６月21日開催の当社定時株主総会決議及び当社取締役会決議に基づ

き、当社と付与の対象者との間で締結する権利付与契約に定めるものとします。 

     

     

  

（２）【新株予約権等の状況】

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年６月30日） 

新株予約権の数（個）  －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 

単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  5,200

新株予約権の行使時の払込金額（円）  7,411

新株予約権の行使期間 
 平成15年７月１日～ 

平成23年６月21日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格                7,411 

資本組入額       3,706 

新株予約権の行使の条件 （注） 

新株予約権の譲渡に関する事項 
付与された権利を第三者に譲渡、質入その他一切の処分を

することができない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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② 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

株主総会の特別決議日（平成14年６月20日） 

 株式会社精工技研 第１回新株予約権（平成14年12月19日発行） 

 (注)  １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、これを行使することができます。ただし、新

株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び行使可能期間等について制限がなさ

れ、又は新株予約権を当社に返還すべきこととなることがあります。 

また、新株予約権者が当社又は当社子会社の役社員の地位を喪失した場合には新株予約権を当社に返還する

ものとし、これを行使することができません。ただし、取締役の任期満了及び従業員の会社都合による退職

その他これらに準じて当社取締役会が新株予約権の存続を相当と認めた場合には、新株予約権の行使を認め

ることができます。この際、新株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び行使

可能期間等について制限がなされることがあります。 

その他の条件は、平成14年６月20日開催の当社定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによります。

  

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年６月30日） 

新株予約権の数（個）  （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 

単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  36,300

新株予約権の行使時の払込金額（円）  2,187

新株予約権の行使期間 
 平成15年７月１日～ 

平成24年６月20日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格                2,187 

資本組入額       1,094 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は認

めない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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株主総会の特別決議日（平成17年６月22日） 

株式会社精工技研 第２回新株予約権（平成17年12月22日発行） 

  (注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ ① 新株予約権者は、権利行使日の属する年度の前年度の当社グループ連結決算において、営業利益額が当

該年度の前年度の営業利益額より増加している場合に限り、各新株予約権を行使することができる。 

② 新株予約権者が当社就業規則第28条（新株予約権者が当社のグループ事業会社の従業員である場合は、

その就業規則において同様の目的で定める規定とする。）に定める休職期間中にある場合、各新株予約権

を行使することができない。 

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

④ その他の条件は、平成17年６月22日開催の当社定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところにより

ます。 

  

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年６月30日） 

新株予約権の数（個） （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 

単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  60,300

新株予約権の行使時の払込金額（円）  3,950

新株予約権の行使期間 
 平成19年９月１日～ 

平成24年８月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格                3,950 

資本組入額          1,975 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は認

めない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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株主総会の特別決議日（平成17年６月22日） 

株式会社精工技研 第３回新株予約権（平成18年４月25日発行） 

  (注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ ① 新株予約権者は、権利行使日の属する年度の前年度の当社グループ連結決算において、営業利益額が当

該年度の前年度の営業利益額より増加している場合に限り、各新株予約権を行使することができる。 

② 新株予約権者が当社就業規則第28条（新株予約権者が当社のグループ事業会社の従業員である場合は、

その就業規則において同様の目的で定める規定とする。）に定める休職期間中にある場合、各新株予約権

を行使することができない。 

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

④ その他の条件は、平成17年６月22日開催の当社定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところにより

ます。 

  

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年６月30日） 

新株予約権の数（個） （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 

単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  18,600

新株予約権の行使時の払込金額（円）  4,180

新株予約権の行使期間 
 平成19年９月１日～ 

平成24年８月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格        4,180 

資本組入額       2,090 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は認

めない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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該当事項はありません。  

   

  

該当事項はありません。 

  

  

  

 大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

  

  

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

  

①【発行済株式】  

  (注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式 32株が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額 

（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

平成22年４月１日～ 

平成22年６月30日 
 ―  9,333,654  ―  6,791,682  ―  10,571,419

（６）【大株主の状況】

（７）【議決権の状況】

  平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
 （自己保有株式） 

普通株式   193,500 
－ 

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 

完全議決権株式（その他）  普通株式  9,137,600  91,376 同上 

単元未満株式  普通株式   2,554 － 同上 

発行済株式総数  9,333,654 － － 

総株主の議決権 －  91,376 － 

  平成22年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式 
総数に対する 

所有株式数の割合
(％) 

（自己保有株式） 

 株式会社精工技研 
千葉県松戸市松飛台296―１  193,500  －  193,500  2.1

計 ―  193,500  －  193,500  2.1
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

  

  役職の異動 

２【株価の推移】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 

最高（円）  910  807  736

最低（円）  750  655  661

３【役員の状況】

新役名及び職名  旧役名及び職名  氏名 異動年月日  

常務取締役 事業本部長 常務取締役 光製品グループリーダー 木村 保 平成22年７月１日

取締役 管理本部長 取締役 経営企画室長 栁瀬 晴夫 平成22年７月１日

取締役 
経営推進室長 

兼 事業本部副本部長 
取締役 社長付 神原 敏行 平成22年７月１日
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から

平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期

連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査法人

トーマツによる四半期レビューを受けております。 

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,096,914 13,331,995

受取手形及び売掛金 1,272,153 1,197,020

商品及び製品 196,608 217,228

仕掛品 395,516 349,725

原材料及び貯蔵品 275,093 322,763

未収還付法人税等 30,514 22,977

その他 150,647 215,602

貸倒引当金 △2,455 △3,046

流動資産合計 15,414,992 15,654,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,908,709 3,910,151

減価償却累計額 △2,261,836 △2,238,323

建物及び構築物（純額） 1,646,872 1,671,827

機械装置及び運搬具 2,379,347 2,369,637

減価償却累計額 △1,938,874 △1,902,786

機械装置及び運搬具（純額） 440,473 466,850

土地 2,131,083 2,131,083

その他 2,164,301 2,177,840

減価償却累計額 △1,519,843 △1,524,283

その他（純額） 644,458 653,557

有形固定資産合計 4,862,887 4,923,319

無形固定資産   

のれん 5,735 7,639

その他 60,943 64,655

無形固定資産合計 66,679 72,295

投資その他の資産   

投資有価証券 13,833 15,336

投資不動産（純額） 867,307 869,055

その他 125,827 125,795

投資その他の資産合計 1,006,968 1,010,188

固定資産合計 5,936,535 6,005,802

資産合計 21,351,528 21,660,069
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 244,911 253,217

未払法人税等 29,372 32,318

その他 665,398 669,025

流動負債合計 939,682 954,561

固定負債   

退職給付引当金 291,092 328,534

長期未払金 145,690 147,490

長期預り保証金 124,214 128,497

長期預り敷金 19,037 19,037

その他 2,486 2,759

固定負債合計 582,521 626,318

負債合計 1,522,203 1,580,880

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,791,682 6,791,682

資本剰余金 10,571,419 10,571,419

利益剰余金 3,139,719 3,400,178

自己株式 △427,143 △427,143

株主資本合計 20,075,678 20,336,137

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,576 △1,012

為替換算調整勘定 △243,777 △255,936

評価・換算差額等合計 △246,353 △256,948

純資産合計 19,829,324 20,079,188

負債純資産合計 21,351,528 21,660,069
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,047,737 1,187,688

売上原価 814,232 824,294

売上総利益 233,504 363,394

販売費及び一般管理費 ※  535,193 ※1  463,301

営業損失（△） △301,688 △99,907

営業外収益   

受取利息 21,134 10,173

受取配当金 193 186

投資不動産賃貸料 9,600 9,600

為替差益 4,014 －

その他 23,529 10,259

営業外収益合計 58,472 30,218

営業外費用   

不動産賃貸原価 3,303 3,064

為替差損 － 27,282

その他 442 184

営業外費用合計 3,745 30,530

経常損失（△） △246,962 △100,219

特別利益   

固定資産売却益 － 8,441

貸倒引当金戻入額 91 579

特別利益合計 91 9,021

特別損失   

固定資産除却損 － 5,811

固定資産売却損 480 1,698

事業構造改善費用 － ※2  147,967

特別損失合計 480 155,476

税金等調整前四半期純損失（△） △247,350 △246,674

法人税、住民税及び事業税 2,043 13,253

過年度法人税等戻入額 △74,451 －

法人税等調整額 8,954 530

法人税等合計 △63,453 13,784

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △260,459

少数株主損失（△） △10,693 －

四半期純損失（△） △173,203 △260,459
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △247,350 △246,674

減価償却費 119,566 83,210

のれん償却額 19,542 1,904

受取利息及び受取配当金 △21,328 △10,173

賃貸料の受取額 △9,600 △9,600

固定資産売却損益（△は益） 480 △6,743

固定資産除却損 － 5,811

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,521 △579

長期未払金の増減額（△は減少） △1,100 △1,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,567 △35,185

為替差損益（△は益） △5,432 △1,634

売上債権の増減額（△は増加） 390,656 △75,393

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,707 23,619

その他の資産の増減額（△は増加） △20,826 51,387

仕入債務の増減額（△は減少） △235,078 △6,170

その他の負債の増減額（△は減少） △124,533 △7,162

小計 △125,664 △235,184

利息及び配当金の受取額 32,399 24,747

法人税等の支払額 △14,386 △19,752

営業活動によるキャッシュ・フロー △107,650 △230,190

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,151,660 △6,555,687

定期預金の払戻による収入 4,115,263 6,528,174

有形固定資産の取得による支出 △71,928 △97,885

有形固定資産の売却による収入 589 81,641

無形固定資産の取得による支出 △3,139 －

投資有価証券の取得による支出 △59 △60

投資不動産の賃貸による収入 9,600 9,600

差入保証金の差入による支出 － △99

差入保証金の回収による収入 － 227

その他の支出 △792 △758

投資活動によるキャッシュ・フロー △102,128 △34,847

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △20,880 －

配当金の支払額 △137,102 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,982 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 74,653 808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △293,108 △264,228

現金及び現金同等物の期首残高 2,218,619 1,671,388

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,925,511 ※  1,407,159
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

 会計処理基準に関する事

項の変更 

   資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。なお、これにより損益に与える影響はありません。 

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

【簡便な会計処理】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

固定資産の減価償却費の算定方法   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

  

   該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

 ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。  

    千円

給料手当 149,824

減価償却費 44,853

研究開発費 102,086

退職給付費用 6,369

  

 ※2 事業構造改善費用は、構造改革の一環として行った

固定費の削減と業務効率化に伴う特別退職割増金及び

再就職支援費用140,833千円、本社工場のレイアウト変

更費用7,133千円等であります。 

  

    千円

給料手当 145,864

減価償却費 23,225

研究開発費 100,539

退職給付費用 11,166

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

 ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

                             （平成21年６月30日現在）

 ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

                             （平成22年６月30日現在）

       千円 

現金及び預金勘定  13,545,691

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △11,620,179

現金及び現金同等物  1,925,511

       千円 

現金及び預金勘定  13,096,914

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △11,689,754

現金及び現金同等物  1,407,159
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当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 

平成22年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項 
  
  該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

末後となるもの                                  

該当事項はありません。 

  

（株主資本等関係）

普通株式     9,333千株 

普通株式      193千株 
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  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品 

前第１四半期連結累計期間 

(1) 精機事業  ： 光ディスク成形用金型、粉末冶金用金型、レンズ等 

(2) 光製品事業 ： 光コネクタ、光コネクタ付コード、光減衰器、フェルール、アイソレータ、 

光コネクタ研磨機、無給電光伝送装置等  

  

   

  

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

   (注)１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。  

(1) 北米     ：  米国 

(2) アジア    ：  中国、台湾 

(3) ヨーロッパ  ：  ドイツ  

  

  

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

  (単位：千円) 

  精機事業 光製品事業 計 消去又は全社 連結 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  174,796  872,941  1,047,737  －  1,047,737

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  174,796  872,941  1,047,737  －  1,047,737

       営業損失(△)  △189,369  △112,318  △301,688  －  △301,688

【所在地別セグメント情報】

  (単位：千円) 

  日本 北米  アジア ヨーロッパ 計 消去又は全社 連結 

売上高                                          

(1）外部顧客に対

する売上高 
 435,695  181,023  222,361  208,658  1,047,737  －  1,047,737

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 255,274  828  260,290  296  516,689 （516,689)  －

計  690,969  181,851  482,652  208,954  1,564,427 （516,689)  1,047,737

 営業利益又は 

 営業損失(△) 
 △337,688  △12,134  36,558  2,785  △310,479  8,791  △301,688
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  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アメリカ地域     ： 米国  

(2) ヨーロッパ地域    ： ドイツ  

(3) アジア・その他地域  ： 中国、台湾 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

【海外売上高】

  (単位：千円) 

  アメリカ地域 ヨーロッパ地域 アジア・その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高  181,023  208,658  246,865  636,547

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  1,047,737

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 17.3  19.9  23.6  60.8
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１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び

海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「精機

関連」及び「光製品関連」の２つを報告セグメントとしております。  

 「精機関連」は、光ディスク成形用金型、粉末冶金用金型、レンズ等を生産しております。「光製品関

連」は、光コネクタ、光コネクタ付コード、光減衰器、フェルール、アイソレータ、光コネクタ研磨機、無

給電光伝送装置等を生産しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）         （単位：千円） 

    

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）          

  セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。  

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

    

      （追加情報） 

        当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

【セグメント情報】

  精機関連 光製品関連 合計 

売上高       

外部顧客への売上高  249,522  938,166  1,187,688

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －

計  249,522  938,166  1,187,688

 セグメント利益又は損失(△)  △121,513  21,605  △99,907
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    当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

         金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。   

  

  

  

  当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

   有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。   

  

  

  当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

   デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。 

  

  

  当第１四半期連結会計期間（自  平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

   該当事項はありません。 

  

  

  当第１四半期連結会計期間（自  平成22年４月１日 至  平成22年６月30日） 

    該当事項はありません。 

  

  

    当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

     該当事項はありません。  

  

  

    当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

     賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。  

   

（金融商品関係)

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額等 

 （注）１. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。 

３. １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 当第１四半期連結会計期間（自  平成22年４月１日 至  平成22年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間（自  平成22年４月１日 至  平成22年６月30日） 

  当第１四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。 

  

（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,169.48円 １株当たり純資産額 2,196.82円

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額(△) △18.95円 １株当たり四半期純損失金額(△) △28.50円

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

四半期純損失金額(△)(千円)   △173,203  △260,459

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失(△)（千円）  △173,203  △260,459

普通株式の期中平均株式数（株）  9,140,172  9,140,122

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要 

 －  － 

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

－ 26 －



 該当事項はありません。 

  

２【その他】

－ 27 －



該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

－ 28 －



  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成  21年 8月 11日

株式会社精工技研 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 後 藤  孝 男  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 白 田  英 生  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 山 田    円  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社精工技

研の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社精工技研及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成 22年 8月 10日

株式会社精工技研 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 後 藤  孝 男  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 白 田  英 生  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 山 田    円  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社精工技

研の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成

22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社精工技研及び連結子会社の平成22年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年８月12日 

【会社名】 株式会社精工技研 

【英訳名】 SEIKOH GIKEN Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  上 野 昌 利 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 千葉県松戸市松飛台296番地の１ 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



 当社代表取締役社長 上野昌利 は、当社の第39期第１四半期（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）

の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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